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令和７年１１月２８日 

総 務 部 職 員 課 

 

江東区一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に 

関する条例の一部改正について（概要） 

 

１ 趣旨 

特別区人事委員会の勧告等を踏まえ、特定任期付職員の給与改定に係る規

定整備を行う。 

 

２ 改正の概要 

(1) 第１条による改正 

  ア 公民較差(14,860 円、3.80％)を解消するため、特定任期付職員給料

表を改定する。(別表第１関係) 

イ 特定任期付職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給月数をそれぞれ 

0.025 月引き上げる。（第７条関係） 

(2) 第２条による改正 

第１条の改正規定から期末手当及び勤勉手当の支給月数をそれぞれ 

0.0125 月引き下げることにより、調整を行う。（第７条関係） 

 

３ 施行期日 

(1) 第１条の改正規定 

   公布の日。ただし、(1)アについては、令和７年１１月１日から適用す

る。 

(2) 第２条の改正規定 

   令和８年４月１日

資料 １
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江東区一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例 新旧対照表 

現行 改正案 

【第１条（当初）】 【第１条（公布の日施行）】 

第１条～第６条 （略） 第１条～第６条 （略） 

（特定任期付職員に対する給与条例の規定の適用） （特定任期付職員に対する給与条例の規定の適用） 

第７条 特定任期付職員に対する江東区職員の給与に

関する条例（昭和３０年４月江東区条例第７号。以

下「給与条例」という。）第４条、第２１条の２第

１項及び第２項、第２５条、第２７条第２項、第２

７条の４第２項並びに第２７条の７第１項の規定の

適用については、同条例第４条中「この条例」とあ

るのは「この条例及び江東区一般職の任期付職員の

採用及び給与の特例に関する条例（平成２８年１０

月江東区条例第４１号。以下「任期付職員採用条

例」という。）第６条の規定」と、同条例第２１条

の２第１項及び第２項中「第１１条第１項の規定に

基づき指定する職員」とあるのは「特定任期付職

員」と、同条例第２５条中「この条例に定める」と

あるのは「この条例及び任期付職員採用条例第６条

に規定する」と、同条例第２７条第２項ただし書中

「第１１条第１項の規定に基づき指定する職員の期

末手当の額は、職員の給与月額に１００分の１０

７．５」とあるのは「特定任期付職員の期末手当の

額は、職員の給与月額に１００分の１００」と、同

条例第２７条の４第２項中「第１１条第１項の規定

に基づき指定する職員にあっては１００分の１３

５」とあるのは「特定任期付職員にあっては１００

分の９２．５」と、同条例第２７条の７第１項中

「第１１条の規定に基づき指定する職員」とあるの

は「特定任期付職員」とする。 

第７条 特定任期付職員に対する江東区職員の給与に

関する条例（昭和３０年４月江東区条例第７号。以

下「給与条例」という。）第４条、第２１条の２第

１項及び第２項、第２５条、第２７条第２項、第２

７条の４第２項並びに第２７条の７第１項の規定の

適用については、同条例第４条中「この条例」とあ

るのは「この条例及び江東区一般職の任期付職員の

採用及び給与の特例に関する条例（平成２８年１０

月江東区条例第４１号。以下「任期付職員採用条

例」という。）第６条の規定」と、同条例第２１条

の２第１項及び第２項中「第１１条第１項の規定に

基づき指定する職員」とあるのは「特定任期付職

員」と、同条例第２５条中「この条例に定める」と

あるのは「この条例及び任期付職員採用条例第６条

に規定する」と、同条例第２７条第２項ただし書中

「第１１条第１項の規定に基づき指定する職員の期

末手当の額は、職員の給与月額に１００分の１１

０」とあるのは「特定任期付職員の期末手当の額

は、職員の給与月額に１００分の１０２．５」と、

同条例第２７条の４第２項中「第１１条第１項の規

定に基づき指定する職員にあっては１００分の１３

７．５」とあるのは「特定任期付職員にあっては１

００分の９５」と、同条例第２７条の７第１項中

「第１１条の規定に基づき指定する職員」とあるの

は「特定任期付職員」とする。 

第８条・第９条 （略） 第８条・第９条 （略） 

別表第１（第６条関係） 別表第１（第６条関係） 
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 特定任期付職員給料表 

号給 給料月額 

 

１ 

円 

３９２，０００ 

２ ４３３，０００ 

３ ４８３，０００ 

４ ５４４，０００ 

５ ６１４，０００ 

６ ６９７，０００ 

７ ７８９，０００ 
 

 特定任期付職員給料表 

号給 給料月額 

 

１ 

円 

４０８，０００ 

２ ４５１，０００ 

３ ５０３，０００ 

４ ５６６，０００ 

５ ６３９，０００ 

６ ７２５，０００ 

７ ８２１，０００ 
 

別表第２ （略） 別表第２ （略） 
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江東区一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例 新旧対照表 

現行 改正案 

【第２条（公布の日施行）】 【第２条（令和８年４月１日施行）】 

第１条～第６条 （略） 第１条～第６条 （略） 

（特定任期付職員に対する給与条例の規定の適用） （特定任期付職員に対する給与条例の規定の適用） 

第７条 特定任期付職員に対する江東区職員の給与に

関する条例（昭和３０年４月江東区条例第７号。以

下「給与条例」という。）第４条、第２１条の２第

１項及び第２項、第２５条、第２７条第２項、第２

７条の４第２項並びに第２７条の７第１項の規定の

適用については、同条例第４条中「この条例」とあ

るのは「この条例及び江東区一般職の任期付職員の

採用及び給与の特例に関する条例（平成２８年１０

月江東区条例第４１号。以下「任期付職員採用条

例」という。）第６条の規定」と、同条例第２１条

の２第１項及び第２項中「第１１条第１項の規定に

基づき指定する職員」とあるのは「特定任期付職

員」と、同条例第２５条中「この条例に定める」と

あるのは「この条例及び任期付職員採用条例第６条

に規定する」と、同条例第２７条第２項ただし書中

「第１１条第１項の規定に基づき指定する職員の期

末手当の額は、職員の給与月額に１００分の１１

０」とあるのは「特定任期付職員の期末手当の額

は、職員の給与月額に１００分の１０２．５」と、

同条例第２７条の４第２項中「第１１条第１項の規

定に基づき指定する職員にあっては１００分の１３

７．５」とあるのは「特定任期付職員にあっては１

００分の９５」と、同条例第２７条の７第１項中

「第１１条の規定に基づき指定する職員」とあるの

は「特定任期付職員」とする。 

第７条 特定任期付職員に対する江東区職員の給与に

関する条例（昭和３０年４月江東区条例第７号。以

下「給与条例」という。）第４条、第２１条の２第

１項及び第２項、第２５条、第２７条第２項、第２

７条の４第２項並びに第２７条の７第１項の規定の

適用については、同条例第４条中「この条例」とあ

るのは「この条例及び江東区一般職の任期付職員の

採用及び給与の特例に関する条例（平成２８年１０

月江東区条例第４１号。以下「任期付職員採用条

例」という。）第６条の規定」と、同条例第２１条

の２第１項及び第２項中「第１１条第１項の規定に

基づき指定する職員」とあるのは「特定任期付職

員」と、同条例第２５条中「この条例に定める」と

あるのは「この条例及び任期付職員採用条例第６条

に規定する」と、同条例第２７条第２項ただし書中

「第１１条第１項の規定に基づき指定する職員の期

末手当の額は、職員の給与月額に１００分の１０

８．７５」とあるのは「特定任期付職員の期末手当

の額は、職員の給与月額に１００分の１０１．２

５」と、同条例第２７条の４第２項中「第１１条第

１項の規定に基づき指定する職員にあっては１００

分の１３６．２５」とあるのは「特定任期付職員に

あっては１００分の９３．７５」と、同条例第２７

条の７第１項中「第１１条の規定に基づき指定する

職員」とあるのは「特定任期付職員」とする。 

第８条・第９条 （略） 第８条・第９条 （略） 

別表第１・別表第２ （略） 別表第１・別表第２ （略） 
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【江東区一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例（令和７年 月江

東区条例第 号）附則】 

現行 改正案 

 附 則 

 （施行期日等） 

 １ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第

２条の規定は、令和８年４月１日から施行する。 

 ２ 第１条の規定（第７条の改正規定を除く。）によ

る改正後の江東区一般職の任期付職員の採用及び給

与の特例に関する条例（以下「第１条による改正後

の条例」という。）の規定は、令和７年１１月１日

から適用する。 

 （給与の内払） 

 ３ 第１条による改正後の条例の規定を適用する場合

においては、第１条の規定（第７条の改正規定を除

く。）による改正前の江東区一般職の任期付職員の

採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて

支給された給与は、第１条による改正後の条例の規

定による給与の内払とみなす。 

 （委任） 

 ４ 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し

必要な事項は、特別区人事委員会が定める。 

  

 


